
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

第101回

日 時

場 所

2023年６月28日（水曜日）午前10時
（開場午前９時）

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
当社本店　４階会議室
※末尾のご案内図をご参照ください。

（受付は４階でございます）

第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

郵送またはインターネットによる議決権行使期限

2023年６月27日（火）午後５時まで
 詳細は５～６頁をご参照ください。

＜株主総会資料の電子提供制度について＞
株主総会資料の電子提供制度が開始され、基準
日までに書面交付請求をいただいた株主さまに
限り、書面をお送りすることとなりましたが、
本株主総会においては、株主さまの混乱を避け
るため、書面交付請求の有無にかかわらず、一
律に電子提供措置事項を記載した書面をお送り
いたします。
※  株主総会ご出席株主さまへのお土産はご用

意しておりません。
　  何卒ご理解くださいますようお願い申し上

げます。
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株主のみなさまへ

取締役社長
　

　株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼
申し上げます。
　また、新たに株主となられたみなさまには、心よりお礼申し上
げますとともに、末永くご支援のほどお願い申し上げます。
　当社第101回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあた
り、謹んでご挨拶申し上げます。
　当社は、第99期よりスタートした第六次中期経営計画「もっと 
ずっと... ともに　TO YOU」（2020年4月～2025年3月）にお
いて、「お客さまの大切な資産をお預かりし、守り、育てること
が私たちの社会的使命である」と位置づけました。そして、その
実現こそが私たちの唯一の存在価値であると考え、お客さま本位
の経営のさらなる深化を目指しております。
　昨年12月、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に則り、政
策保有株式の縮減を加速する計画を策定・公表いたしました。さ
らなるガバナンス強化を通じて、企業価値の向上に努めてまいり
ます。
　当社は、これからもお客さまの最善の利益を追求する資産運用
のプロフェッショナルとして、世代を超えて選ばれる証券会社を
目指してまいります。
　株主のみなさまにおかれましては、今後ともご支援ご鞭撻を賜
りますよう重ねてお願い申し上げます。

2023年６月

株主のみなさまへ

これからもみなさまから選ばれる証券会社として
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株主のみなさまへ

もっと ずっと… ともに

TO YOU
お客さまロイヤルティを追求した
営業スタイル改革により、
これまで以上に「お客さま本位」
の経営で顧客基盤を拡充し、
持続的な成長モデルへの進化を
目指します。

「もっと」 これまで以上にお客さまから信頼され、「もっと」頼りにされる存在に

「ずっと」 次世代までも末永く

「ともに」 お客さま、ご家族さま、地域の方々と「ともに」歩む存在に

当社グループは、｢信頼｣、｢付加価値｣、｢得意分野｣の経営理念のもと、

コンプライアンスおよびリスク管理を

すべての施策の最重要課題の１つと位置付けつつ、

中核事業である金融商品取引業を通じて、質の高い金融サービスを展開し、

お客さまの満足度を高めるとともに、

社会に貢献してまいりたいと考えております。
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招集ご通知

株 主 各 位
証券コード　8614
2023年６月２日

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

東洋証券株式会社
取締役社長 桑原　理哲

当社ウェブサイト
https://www.toyo-sec.co.jp/ir/stockholder/meeting/index.html

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第101回 定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっており、インターネット上の当社のウェブサイトに掲載しておりますので、以下の
当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。以下の
東証ウェブサイトにアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「東洋証券」、または「コード」に当社
証券コード「8614」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年６月27日（火曜日）午後５
時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年６月27日（火曜日）午後５時
の行使期限までに到着するようご返送ください。書面（郵送）による議決権行使に際しましては、５頁
の「議決権行使書用紙のご記入方法のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の
案内に従って、2023年６月27日（火曜日）午後５時までに議案に対する賛否をご入力ください。イン
ターネットによる議決権行使に際しましては、６頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」を
ご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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招集ご通知

１ 日　　時 2023年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

２ 場　　所 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
当社本店 ４階会議室（受付は４階でございます）※末尾のご案内図をご参照ください。

３ 目的事項 報告事項 １. 第101期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第101期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 取締役８名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件　
  ４　招集にあたっての決定事項
　（1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない
　　　  場合は「賛」と表示があったものとしてお取り扱いいたします。
　（2）書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権
　　　  行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
　（3）インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとして
　　　  お取り扱いいたします。
　（4）代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主さま１名に限られますので、代理人がご出席される場合
　　　  は、代理権を証する書面（委任状、本人の議決権行使書用紙）のほか、代理人ご自身の議決権行使書用紙
　　　  のご提出が必要となります。

記

以　上
　● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

　● 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた
株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。

　　①連結計算書類の連結注記表　②計算書類の個別注記表
　従いまして、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面は、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報

告書をそれぞれ作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、3頁のインターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイトにその旨と修正前
および修正後の事項を掲載させていただきます。

　● コロナウイルス感染症の対応について
・公的指針等に従い、会場にて感染対策に関するご制限・ご依頼を申し上げる場合がございますので、あらかじめご了承くださ

い。
・なお、今後株主総会の運営方法について変更等がある場合は、当社ウェブサイトにてご案内いたしますので、以下のウェブサ

イトをご確認ください。

※当社ウェブサイト：https://www.toyo-sec.co.jp/ir/stockholder/meeting/index.html
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
７頁から20頁までに記載の｢株主総会参考書類｣をご検討いただき、以下のいずれかの方法にて議
決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さい。
代理人の資格は、当社の議決権を有する他
の株主１名に限られますので、代理人がご
出席される場合は、代理権を証する書面
（委任状、本人の議決権行使書用紙）のほ
か、代理人ご自身の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月28日（水曜日）
午前10時（開場:午前9時）

2023年６月27日（火曜日）
午後５時到着分まで

2023年６月27日（火曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見 本

見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）
機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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取締役選任議案

第１号議案 取締役８名選任の件

候補者
番　号 氏　名 現在の当社における

地位・担当
取締役会の出席状況

（2022年度）

1 再 任
　

く わ

桑
は ら

原
 

　
よ し

理
あ き

哲 代表取締役社長兼社長執行役員
監査部担当 100％(15回/15回)

2 再 任
　

お か

岡
だ

田
 

　
の ぶ

啓
よ し

芳
取締役兼専務執行役員
証券本部長兼業務管理本部・
経営企画部管掌

100％(15回/15回)

3 再 任
　

さくら

櫻
い

井
 

　
 

　
あゆむ

歩
取締役兼常務執行役員
営業本部長兼ビジネス・ソリュー
ション部担当兼情報本部・法人本
部・営業企画部・ウェルスマネジ
メント部管掌

100％(15回/15回)

4 再 任
　

え ん

圓
じょう

城
じ

寺
 

　
みつぐ

貢
取締役兼上席執行役員
総務部担当兼内部管理本部・
アジア戦略管掌

100％(11回/11回)

5 新 任
　

ま つ

松
も と

本　　
まこと

誠 上席執行役員
人事研修部担当 ━

6 再 任
　

た

田
な か

中
 

　
ひ で

秀
か ず

和
社外取締役
独立役員

　
取締役 100％(15回/15回)

7 再 任
　

さ

佐
と う

藤
 

　
よ し

義
お

雄
社外取締役
独立役員

　
取締役 　100％(11回/11回)

8 再 任
　

い し

石
だ

田
 

　
え

惠
み

美
社外取締役
独立役員

　
取締役 　100％(11回/11回)

株主総会参考書類

　取締役８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８
名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

注：圓城寺貢氏、佐藤義雄氏および石田惠美氏の出席状況については、2022年6月28日の就任後に開催された取締役会のみを対象としておりま
す。
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取締役選任議案

1
　

く わ

桑
は ら

原
 

　
よ し

理
あ き

哲 男 性
1961年５月９日生（満62歳） 再 任

　　

取締役在任年数
13年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（15回／15回）
所有する当社株式の数

38,200株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1985年    4 月 当社入社
    2000年    7 月 当社浜田支店長
    2001年    10月 当社今治支店長
    2005年    7 月 当社名古屋支店長
    2006年    9 月 当社営業企画部長
    2007年    4 月 当社執行役員営業企画部長
    2008年    10月 当社執行役員経営企画部長
    2010年    6 月 当社取締役

経営企画部長兼総務部担当
    2011年    5 月 当社取締役

営業本部長兼営業企画部担当

    2012年    4 月 当社常務取締役
営業本部長兼営業企画部担当

    2014年    4 月 当社常務取締役営業本部長兼
ホームトレード部担当兼
法人本部・営業企画部管掌

    2014年    6 月 当社常務取締役営業本部長兼
法人本部・営業企画部管掌

    2016年    4 月 当社常務取締役内部管理本部長
    2017年    4 月 当社代表取締役社長
    2019年    4 月 当社代表取締役社長兼

社長執行役員監査部担当（現任）
　特別の利害関係
桑原理哲氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

取締役候補者とした理由
桑原理哲氏は、営業部門での幅広い経験を有するほか、企画部門の担当役員や内部管理本部長等を歴任。取締役
社長に就任し、当社の企業価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験と能力、実績から取締役として相
応しい経験と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。

　
注：桑原理哲氏の「桑」は、戸籍上の文字は「桒」（「十」3つの下に「木」）でありますが、本定時株主総会招集ご通知では、「桑」に表記を統

一しております。
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取締役選任議案

2
　

お か

岡
だ

田
 

　
の ぶ

啓
よ し

芳 男 性
1963年１月10日生（満60歳） 再 任

　　

取締役在任年数
7年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（15回／15回）
所有する当社株式の数

9,400株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1985年    4 月 株式会社日本長期信用銀行入行
    2000年    8 月 株式会社日本興業銀行入行
    2012年    4 月 株式会社みずほコーポレート銀行

営業第十四部長
    2012年    5 月 同行営業第十四部長兼

みずほ証券株式会社
投資銀行グループ
コーポレートカバレッジ第五部長

    2014年    4 月 みずほ証券株式会社
金融公共グループ副グループ長

    2015年    5 月 当社常任顧問
    2015年    6 月 当社執行役員業務管理本部長
    2016年    6 月 当社取締役

情報本部・経営企画部管掌
    2017年    4 月 当社常務取締役

情報本部・証券本部・
経営企画部管掌

    2018年    1 月 当社常務取締役
情報本部・証券本部・法人本部・
経営企画部管掌

    2018年    4 月 当社専務取締役
情報本部・証券本部・法人本部・
経営企画部管掌

    2018年    6 月 当社専務取締役
情報本部・証券本部・
経営企画部管掌

    2019年    4 月 当社取締役兼専務執行役員
証券本部・経営企画部管掌

    2019年    6 月 当社取締役兼専務執行役員
経営企画部管掌

    2020年    4 月 当社取締役兼専務執行役員
証券本部・経営企画部管掌

    2021年    4 月 当社取締役兼専務執行役員
業務管理本部長兼証券本部・
経営企画部管掌

2022年    4 月 当社取締役兼専務執行役員
証券本部長兼業務管理本部・
経営企画部管掌（現任）

　特別の利害関係
岡田啓芳氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

取締役候補者とした理由
岡田啓芳氏は、金融機関での豊富な業務経験を活かし、当社の担当役員や業務管理本部長を歴任し、当社の企業
価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験と実績から、取締役として相応しい能力を有しており、引き
続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

3
　

さ く ら

櫻
い

井
 

　　
あゆ む

歩 男 性
1963年８月９日生（満59歳） 再 任

　　

取締役在任年数
4年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（15回／15回）
所有する当社株式の数

11,700株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1987年    4 月 日興証券株式会社

(現 SMBC日興証券株式会社)入社
    2016年    3 月 同社執行役員

商品マーケティング本部長
    2018年    1 月 当社顧問
    2018年    4 月 当社常務執行役員営業企画部担当
    2019年    1 月 当社常務執行役員営業企画部担当

兼カスタマーセンター準備室担当
兼カスタマーセンター準備室長

    2019年    4 月 当社上席執行役員営業企画部担当
兼ホームトレード部担当兼
カスタマーセンター準備室長

    2019年    6 月 当社取締役兼上席執行役員
ホームトレード部担当兼証券本部・
営業企画部・カスタマーセンター管掌

    2020年    4 月 当社取締役兼常務執行役員
情報本部長兼営業企画部担当兼
カスタマーセンター担当兼法人本部・
営業本部管掌

    2020年    6 月 当社取締役兼常務執行役員
情報本部長兼営業企画部担当兼
ウェルスマネジメント部担当兼
カスタマーセンター担当兼
法人本部管掌

    2021年    6 月 当社取締役兼常務執行役員
情報本部長兼営業企画部担当兼
ウェルスマネジメント部担当兼
ビジネス・ソリューション部担当兼
法人本部管掌

    2022年    4 月 当社取締役兼常務執行役員
営業本部長兼情報本部・法人本部・
営業企画部・ウェルスマネジメント
部・ビジネス・ソリューション部管
掌

    2023年    4 月 当社取締役兼常務執行役員
営業本部長兼ビジネス・ソリューシ
ョン部担当兼情報本部・法人本部・
営業企画部・ウェルスマネジメント
部管掌（現任）

　特別の利害関係
櫻井歩氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

取締役候補者とした理由
櫻井歩氏は、金融機関の投資信託関連業務等での長年の豊富な経験と知識を有し、当社の営業部門や情報部門の
担当役員を歴任し、コンプライアンス遵守、お客さま本位の経営体制の確立に向け、全社最適の視点で具体的な
方針を策定し遂行してまいりました。これまでの経験と実績から、取締役として相応しい経験と能力を有してお
り、引き続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

4
　

え ん

圓
じょ う

城
じ

寺
 

　
みつ ぐ

貢 男 性
1963年９月28日生（満59歳） 再 任

　　

取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（11回／11回）
所有する当社株式の数

500株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1986年    4 月 日興証券株式会社（現 SMBC

日興証券）入社
    2004年    11月 同社証券仲介ビジネス業務部長
    2007年    2 月 株式会社日興コーディアルグル

ープ財務部長
    2009年    2 月 三菱UFJ証券株式会社入社
    2010年    4 月 三菱UFJ証券ホールディングス

株式会社財務企画部長
    2011年    4 月 三菱UFJモルガン・スタンレー

証券株式会社財務企画部長
    2014年    6 月 同社執行役員経営企画部長
    2016年    6 月 同社執行役員コンプライアンス

統括部長

    2017年    6 月 同社常務取締役兼常務執行役員
三菱UFJ証券ホールディングス
株式会社常務取締役兼常務執行
役員
静銀ティーエム証券株式会社
社外監査役
カブドットコム証券株式会社
社外取締役

    2019年    6 月 MUSビジネスサービス株式会社
代表取締役社長

    2022年    4 月 同社取締役
    2022年    6 月 当社取締役兼上席執行役員

総務部担当兼内部管理本部・
アジア戦略管掌（現任）

　特別の利害関係
圓城寺貢氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

取締役候補者とした理由
圓城寺貢氏は、大手証券会社で、財務、経営企画、海外部門管理、コンプライアンス・内部監査部門での豊富な
経験を有し、また同グループ子会社の取締役社長の就任歴で培った経営に関する経験と能力を有しております。
取締役として相応しい経験と能力を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

5
　

ま つ

松
も と

本
 

　　
まこ と

誠 男 性
1965年2月15日生（満58歳） 新 任

　　

取締役在任年数
－

取締役会への出席状況
－

所有する当社株式の数
5,700株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1983年    4 月 当社入社
    2008年    7 月 当社株券電子化対策室長
    2009年    3 月 当社事務統括部長
    2011年    5 月 当社経営企画部長
    2016年    4 月 当社執行役員経営企画部担当兼

経営企画部長
    2019年    6 月 当社執行役員業務管理本部長
    2020年    4 月 当社執行役員人事研修部担当兼

人事研修部長兼総務部担当

    2020年    5 月 当社執行役員人事研修部担当
兼総務部担当

    2022年    4 月 当社上席執行役員人事研修部
担当兼総務部担当

    2022年    6 月 当社上席執行役員人事研修部
担当（現任）

　特別の利害関係
松本誠氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

取締役候補者とした理由
松本誠氏は、総務部門や企画部門等において豊富な業務経験を有し、人事担当や業務管理本部長などを歴任し、
当社の企業価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験と実績から、取締役として相応しい能力を有して
おり新たに取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

6
　

た

田
な か

中
 

　
ひ で

秀
か ず

和 男 性 再 任 社外取締役 独立役員
1958年５月10日生（満65歳）

　

取締役在任年数
5年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（15回／15回）
所有する当社株式の数

0株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1981年    4 月 野村證券投資信託販売株式会社入社
    1997年    5 月 国際証券株式会社経営企画部長
    2001年    7 月 同社取締役
    2002年    9 月 三菱証券株式会社執行役員
    2005年    10月 三菱UFJ証券株式会社執行役員
    2010年    5 月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社執行役員
    2012年    6 月 同社常務執行役員

三菱UFJ証券ホールディングス株
式会社常務執行役員

    2013年    6 月 三菱UFJモルガン・スタンレー証
券株式会社常務取締役兼常務執行
役員
MUSビジネスサービス株式会社
取締役（非常勤）

    2014年    6 月 静銀ティーエム証券株式会社
社外監査役

    2015年    6 月 MUSビジネスサービス株式会社
代表取締役社長

    2017年    6 月 同社代表取締役会長
    2018年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2018年    9 月 株式会社SMALL WORLDS執行役員
    2020年    9 月 同社取締役

　特別の利害関係
田中秀和氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
田中秀和氏は、大手証券会社での長年の豊富な知識と経験を有し、また取締役・常務執行役員の就任等で培われ
た経営に関する経験と知識を有しており、社外取締役として客観的な視点から当社の業務執行の適切な監視・監
督や助言を期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

7
　

さ

佐
と う

藤
 

　
よ し

義
お

雄 男 性 再 任 社外取締役 独立役員
1949年８月25日生（満73歳）

　

取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（11回／11回）
所有する当社株式の数

0株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1973年    4 月 住友生命保険相互会社入社
    1991年    7 月 同社茨木支社長
    1993年    10月 同社新宿営業本部営業副本部長
    1995年    10月 同社徳島支社長
    1998年    4 月 同社株式運用部長
    1999年    1 月 同社証券投資部長
    2000年    4 月 同社（本社）総合法人本部長
    2000年    7 月 同社取締役嘱（本社）

総合法人本部長
    2002年    4 月 同社常務取締役嘱常務執行役員
    2007年    7 月 同社取締役社長嘱代表執行役員

（代表取締役）
    2011年    7 月 同社代表取締役社長

社長執行役員
    2014年    4 月 同社代表取締役会長

    2014年    6 月 パナソニック株式会社（現 パナソ
ニックホールディングス株式会
社）社外監査役
サカタインクス株式会社
社外監査役

    2015年    7 月 住友生命保険相互会社
取締役会長代表執行役

    2018年    6 月 レンゴー株式会社社外取締役
（現任）

    2021年    4 月 住友生命保険相互会社取締役
    2021年    7 月 同社特別顧問（現任）
    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2023年    3 月 サカタインクス株式会社

社外取締役（現任）

　特別の利害関係
佐藤義雄氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
佐藤義雄氏は、大手金融機関での長年の豊富な経験と知識を有し、また、社長・会長の就任歴で培われた経営に
関する経験と知識を有しており、社外取締役として客観的な視点から当社の業務執行の適宜適切な監視・監督や
助言を期待できるため引き続き社外取締役候補者といたしました。

　

14



2023/05/24 15:07:56 / 22947344_東洋証券株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

8
　

い し

石
だ

田
 

　
え

惠
み

美 女 性 再 任 社外取締役 独立役員
（戸籍上の氏名：矢野惠美）1966年12月５日生（満56歳）

　

取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100%（11回／11回）
所有する当社株式の数

0株　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
    1989年    9 月 中央新光監査法人入所
    1993年    12月 公認会計士登録
    1995年    4 月 矢野公認会計士事務所パートナー

（現任）
最高裁判所司法研修所入所

    1997年    4 月 弁護士登録（東京弁護士会）
日比谷見附法律事務所入所

    2000年    4 月 同所パートナー

    2006年    6 月 株式会社武蔵野銀行社外監査役
    2013年    6 月 同行社外取締役
    2015年    5 月 イオンリテール株式会社

社外監査役
    2020年    4 月 株式会社東京ドーム社外取締役
    2021年    7 月 ＢＡＣｅＬＬ法律会計事務所

代表（現任）
    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）

　特別の利害関係
石田惠美氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
石田惠美氏は、弁護士・公認会計士・税理士実務における高度な専門知識を活かし、金融機関や事業会社での社
外取締役や監査役の経験を活かし、客観的かつ専門的な視点から当社の業務執行の適切な監視・監督や助言を期
待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方
法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を遂行することができ
るものと判断しております。

　
注1：年齢、地位および担当は本定時株主総会時のものであります。
注2：田中秀和氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年であります。
注3：佐藤義雄氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年であります。
注4：石田惠美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年であります。
注5：当社は、田中秀和氏、佐藤義雄氏および石田惠美氏との間で会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を会社法第425条第１項に定める最

低責任限度額に限定する契約を締結しており、３氏が再任された場合、当社は３氏との当該契約を継続する予定であります。
注6：当社は、田中秀和氏、佐藤義雄氏および石田惠美氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として届け出てお

り、３氏が再任された場合、当社は引き続き３氏を独立役員として届け出る予定であります。
注7：当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。会社の役員等としての業務につき行っ

た行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしております。ただし、私
的な利益や便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求や犯罪行為に起因する損害賠償請求等は塡補対象外とすることにより、役員
等の職務の遂行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新することを予定しております。
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監査役選任議案

第２号議案 監査役１名選任の件

あ ら

荒
き

木　
ゆ う

裕
そ う

三 男 性 新 任 社外監査役 独立役員
1959年10月30日生（満63歳）

　

監査役在任年数
━

監査役会への出席状況
━

所有する当社株式の数
0株　

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
    1983年    4 月 株式会社広島銀行入行
    2006年    4 月 同行五日市八幡支店長
    2008年    4 月 同行法人営業部長
    2009年    4 月 同行営業統括部長
    2010年    4 月 同行人事総務部長
    2013年    4 月　同行執行役員呉支店長

    2015年    4 月 同行常務執行役員
    2017年    6 月 同行取締役常務執行役員
    2018年    6 月 同行取締役専務執行役員
    2019年    6 月 ひろぎんリース株式会社

代表取締役社長
    2022年    6 月 同社代表取締役会長

（2023年6月27日退任予定）

　特別の利害関係
荒木裕三氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

社外監査役候補者とした理由
荒木裕三氏は、金融機関における長年の豊富な経験を有しており、また会社経営の経験から、企業
統治にも高い見識を有しており、社外監査役の立場として客観的かつ中立的な立場から経営の監視
や適宜適切な助言が期待されるため、社外監査役候補者といたしました。

　

　監査役塚本誠氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、監査役１名の選
任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

注1：年齢および地位は本定時株主総会時のものであります。
注2：荒木裕三氏は、社外監査役候補者であります。
注3：荒木裕三氏が監査役に選任された場合、当社は、同氏と会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を会社法第425条第1
　　  項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結する予定であります。
注4：荒木裕三氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員の候補者であります。
注5：当社は、保険会社との間で監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。会社の役員等とし

ての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補
することとしております。ただし、私的な利益や便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求や犯罪行為に起因す
る損害賠償請求等は塡補対象外とすることにより、役員等の職務の遂行の適正性が損なわれないように措置を講じておりま
す。保険料は全額当社が負担しております。荒木裕三氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期
中に、当該保険契約を更新することを予定しております。

以　上
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＜ご参考＞

企業経営 金融 財務会計 法務/
コンプライアンス

営業/
マーケティング IT

桑原理哲 ● ● ● ●
岡田啓芳 ● ● ● ●
櫻井歩 ● ● ●
圓城寺貢 ● ● ●
松本誠 ● ● ●
田中秀和（社外） ● ● ●
佐藤義雄（社外） ● ● ●
石田惠美（社外） ● ● ●

＜ご参考＞

株主総会後の取締役のスキル・マトリックス

　本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおり
となります。

(取締役のスキル・マトリックス)

17
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＜ご参考＞

＜ご参考＞

政策保有株式の縮減について

　当社は、2022年3月期末に保有しておりました政策保有株式（上場株式）8,296百万円を、2025年3月末まで
に50%に相当する4,148百万円を縮減いたします。
　これは、コーポレートガバナンス・コード原則1-4の趣旨に基づくものであり、これまでも政策保有株式の縮減
に努めてまいりましたが、一層の加速を図るものです。この取組みにより、2025年3月期の連結純資産に対する
政策保有株式の割合を10%未満とすることを目指しております。
　なお、2023年3月期における政策保有株式売却額は2,065百万円(2022年3月期末の時価で換算した縮減額は
1,870 百万円)となりました。連結純資産に占める政策保有株式の比率は18.3％となっております。

9,034

837

7,552

870

10,025

21

8,296

1,190

6,261

2,0659

2

13 15

1

49

57

36

23

48

2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期
 保有残（百万円） 9,034 7,552 10,025 8,296 6,261
 売却額（百万円） 837 870 21 1,190 2,065
 保有銘柄数 57 49 48 36 23
 売却銘柄数 2 9 1 13 15

※売却銘柄数には一部売却も含みます。
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＜ご参考＞

＜ご参考＞

社外役員の独立性に関する基準

　当社の社外取締役または社外監査役（以下併せて「社外役員」という。）が独立性を有していると判断されるに
は、当該社外役員が、以下のいずれにも該当してはならない。

１. 当社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、当社
から受けた者）またはその業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以
下同じ。）

２. 当社の主要な取引先（当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結営業収益の２％以上の支払いを行
っている者）またはその業務執行者

３. 当社または当社の連結子会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業
員である者

４. 過去３年間において上記１から３に掲げる者
５. 当社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタン

ト、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサ
ルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームである場合は、過去３事業年度の平均で、当
該ファームの連結総売上高の２％以上の財産を当社から得ているファームの社員、パートナー、アソシエイト
または従業員である者）

６. 当社から過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
７. 次の(1) から(4) までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等内の親族

(1) 上記１から６までに掲げる者
(2) 当社の子会社の業務執行者
(3) 当社の子会社の業務執行者でない取締役
(4) 過去３年間において前(2) および(3) または当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場

合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
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＜ご参考＞

＜ご参考＞

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、投資家と金融商品取引市場を仲介する金融商品取引業者としての社会的責任を常に認識し、企業価値の
増大・最大化を通じてステークホルダーの満足度を高めることを目指すとともに、法令遵守の徹底と経営の健全性
と透明性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整備しております。
　当社は、「倫理方針」として以下を定め、金融商品取引業者としての社会的責任を達成するために、投資者の保
護と信頼性の向上を図ることにしております。

１. 私たちは、証券市場の担い手として社会的責任を認識し、誠実かつ公正な業務を行います。
２. 私たちは、お客さまとの信頼関係を大切にし、質の高い金融サービスの提供を行います。
３. 私たちは、法令・諸規則を遵守し、社会人としての常識や倫理に照らして正しい行動をします。
４. 私たちは、人権および環境を尊重し、社会貢献に努めます。
５. 私たちは、反社会的勢力に対しては断固とした姿勢で臨みます。

　なお、当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「コーポレートガバナンスに関
するガイドライン」に定め、ホームページに公表しております。
(https://www.toyo-sec.co.jp/company/corporate_governance/policy/pdf/governance_guideline.pdf)

（コーポレート・ガバナンス体制図）
株主総会

各部門  ／  グループ会社

＜取締役会＞
取締役８名

（うち社外取締役３名）
会計監査人

＜監査役会＞
監査役４名

（うち社外監査役３名）

取締役社長 経営会議

執行役員
（執行役員会）

公正委員会

情報開示委員会

＜諮問機関＞

＜諮問機関＞

監査

監査

指示
／報告

監査
監査

選定／解職
監督 連携

モニタリング

指示
／報告

選任／解任
監督／報告

指示／報告

業務執行

選任／解任選任／解任 選任／解任

重要議案の
付議／報告

調査／審査

指名・報酬委員会
コンプライアンス委員会

＜諮問機関＞

室
理
管
ク
ス
リ

部
査
監
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事業の経過及びその成果

1 企業集団の現況に関する事項

第101期 事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

１. 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度における世界経済は、依然としてロシアによるウクライナ侵攻等の諸問題の先行き不透明感があ
るものの、ゼロコロナ政策を続けていた中国がウィズコロナへ方針転換をするなど世界的に経済活動正常化へ向か
いつつあります。その一方で記録的なインフレを抑制するため、各国の中央銀行が利上げを行っており、世界的に
景気悪化懸念が強まっております。
　このような環境下、国内株式市場において、日経平均株価は期初27,624.11円で始まりました。為替市場での円
安・ドル高を背景に輸出採算の改善期待などから日経平均株価は上昇し、６月９日に高値28,389.75円まで上昇す
る場面がありました。その後、各国中央銀行の利上げ発表が相次いだことから景気減速懸念が強まり、日経平均株
価は６月20日に安値25,520.23円まで下落しました。８月半ばにかけては米ＦＲＢによる利上げ加速への警戒感
が後退したことから株価は大きく上昇、日経平均は８月17日には高値29,222.77円を付けました。その後も、米
利上げ鈍化観測や世界的な景気後退懸念等を織り込みながら、広めのレンジ内を推移する展開となりました。期末
にかけては、欧米の金融システム不安から一時的に調整場面となりましたが、各国金融当局の迅速な対応もあり懸
念は後退し、期末の日経平均株価は28,041.48円で取引を終了しました。
　米国株式市場においては、主要株価指数であるダウ工業株30種平均は期初34,740.89米ドルで始まりました。
４月21日に高値35,492.22米ドルを付けて以降、インフレ抑制を目指すＦＲＢの利上げにより米10年債利回りが
上昇し、ダウ工業株30種平均は下落基調となり、10月13日に安値28,660.94米ドルを付けました。その後底堅い
７～９月期決算を受けて戻りを試す展開となり、34,000米ドル近辺まで株価回復後は安定的に推移し、2023年３
月より、シリコンバレー銀行破綻に端を発する米銀システム不安により神経質な値動きとなり、期末のダウ工業株
30種平均は33,274.15米ドルで取引を終了しました。
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事業の経過及びその成果

10,863

第100期

8,341

第101期

営業収益 
（百万円）

579

△1,660
第101期第100期

経常利益
（百万円）

875

△2,955
第101期第100期

（百万円）
親会社株主に帰属する当期純利益

　当社が注力している中国・香港株式市場においては、主要株価指数であるハンセン指数は期初21,693.10ポイン
トで始まりました。６月１日には上海市がロックダウンを解除したことを受け投資家心理が好転し、ハンセン指数
は６月28日に22,449.31ポイントの高値を付けました。その後は、ゼロコロナ政策の継続、住宅ローン不払い問
題等の不動産問題、８月２日のペロシ米下院議長の台湾訪問をきっかけにした米中対立の激化等を背景に下落、ハ
ンセン指数は10月31日に直近の高値から約35％下落し14,597.31ポイントの安値を付けました。その後は中国当
局のゼロコロナ政策の撤回、感染拡大による集団免疫の形成、米中首脳会談を受けた両国の緊張緩和期待などを背
景に11月初めから買戻しの動きが強まり、ハンセン指数は2023年１月27日に高値22,700.85ポイントと６月の
下落前高値を上回りました。2023年に入ってからは利食い売り等に押されたものの、足元では景気回復期待から
しっかりした展開となり、期末のハンセン指数は20,400.11ポイントで取引を終了しました。
　このような状況のもと、当連結会計年度の当社グループの業績は、地政学上のリスク、インフレの進行や利上げ
等によるリセッションリスクが投資家の投資マインドを低下させたため、投資信託や外国証券の手数料が減少しま
した。その結果、営業収益は83億41百万円（前連結会計年度比23.2％減）、経常損失は16億60百万円（前連結
会計年度は５億79百万円の経常利益）、投資有価証券売却益はあったものの、減損損失を計上したため、親会社
株主に帰属する当期純損失は29億55百万円（前連結会計年度は８億75百万円の親会社株主に帰属する当期純利
益）になりました。

[ご参考]
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事業の経過及びその成果

受入手数料 71億39百万円 (前連結会計年度比 17.0％減)

なお、主な内訳は以下のとおりであります。

受入手数料の合計は71億39百万円（前連結会計年度比17.0％減）になりました。科目別の概況は以下のとおりで
あります。

■ 委託手数料
　当連結会計年度の東証の１日平均売買代金は３兆4,998億円（前連結会計年度比9.4％増）になりました。当社
の国内株式委託売買代金は6,931億円（前連結会計年度比3.0％減）、外国株式委託売買代金は405億円（前連結
会計年度比50.1％減）になりました。その結果、当社グループの委託手数料は27億44百万円（前連結会計年度比
12.5％減）になりました。

■ 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
　引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は株式の引受高の減少等により82百万円（前連結会計
年度比30.3％減）になりました。

■ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
　主に証券投資信託の販売手数料で構成される募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は株式投
資信託の募集金額が806億円（前連結会計年度比29.4％減）に減少したため22億32百万円（前連結会計年度比
30.0％減）になりました。

■ その他の受入手数料
　証券投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は株式投資信託の預り資産の平均残高が2,549億円（前
連結会計年度比10.5％減）に減少したため、20億80百万円（前連結会計年度比3.5％減）になりました。

[ご参考]
委託手数料
36.5％　27億44百万円

募集・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の取扱手数料
37.1％　22億32百万円
（前連結会計年度比 30.0％減）

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料
1.4％　82百万円
（前連結会計年度比 30.3％減）

その他の受入手数料
25.0％　20億80百万円
（前連結会計年度比 3.5％減）

（前連結会計年度比 12.5％減）

受入手数料の
内　訳
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事業の経過及びその成果

トレーディング損益 ８億52百万円 (前連結会計年度比 58.1％減)

金融収支 １億75百万円 (前連結会計年度比 34.1％増)

販売費・一般管理費 103億13百万円 (前連結会計年度比 3.2％減)

営業外損益 ５億６百万円 (前連結会計年度比 8.7％増)

特別損益 △11億80百万円 (前連結会計年度は４億94百万円の利益)

トレーディング損益は米国株店頭取引売買代金の減少により株券等が６億49百万円（前連結会計年度比54.5％
減）、地方債売買損益の減少等により債券等が△11百万円（前連結会計年度は12百万円）、中国株取引に係る為
替手数料の減少等によりその他が２億14百万円（前連結会計年度比63.8％減）で合計８億52百万円（前連結会計
年度比58.1％減）になりました。

金融収益は受取利息の増加等により２億95百万円（前連結会計年度比35.4％増）になりました。また、金融費用
は支払利息の増加等により１億20百万円（前連結会計年度比37.2％増）になりました。この結果、差引金融収支
は１億75百万円（前連結会計年度比34.1％増）になりました。

販売費・一般管理費は、業績の低迷による冬季賞与や従業員数の減少等により人件費が50億24百万円（前連結会
計年度比5.9％減）、外国証券保管手数料の減少等により事務費が17億78百万円（前連結会計年度比7.2％減）と
なったため、合計で103億13百万円（前連結会計年度比3.2％減）になりました。

営業外収益は投資事業組合運用益の増加等により５億57百万円（前連結会計年度比12.6％増）、営業外費用は投
資事業組合運用損の増加等により51百万円（前連結会計年度比72.5％増）で差引損益は５億６百万円（前連結会
計年度比8.7％増）になりました。

特別利益は投資有価証券売却益により11億70百万円（前連結会計年度比117.2％増）、特別損失は減損損失等に
より23億50百万円（前連結会計年度は44百万円）で差引損益は△11億80百万円（前連結会計年度は４億94百万
円の利益）になりました。
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資金調達等についての状況

２. 資金調達等についての状況
資金調達
　経常的な資金調達のみで増資等による資金調達は行いませんでした。

設備投資
　広島市所在の賃貸用不動産の改装を中心に４億80百万円の設備投資を行いました。

事業の譲渡、吸収分割または新設分割
　該当事項はありません。

他の会社の事業の譲受け
　該当事項はありません。

吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
　該当事項はありません。

他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分
　該当事項はありません。

25



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

計
算
書
類
等

株
主
の
み
な
さ
ま
と

東
洋
証
券

2023/05/24 15:07:56 / 22947344_東洋証券株式会社_招集通知_電子提供措置用

財産及び損益の状況

区分 第98期
2020年３月期

第99期
2021年３月期

第100期
2022年３月期

第101期
2023年３月期

（当連結会計年度）

営業収益 9,697 11,966 10,863 8,341

純営業収益 9,604 11,836 10,776 8,146

経常利益又は経常損失（△） △1,148 1,130 579 △1,660
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △619 937 875 △2,955

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △7円70銭 11円90銭 11円09銭 △37円18銭

総資産 71,666 87,167 80,374 66,190

純資産 35,158 38,589 38,437 34,200

区分 第98期
2020年３月期

第99期
2021年３月期

第100期
2022年３月期

第101期
2023年３月期
（当事業年度）

営業収益 9,589 11,801 10,720 8,227

(うち受入手数料) (6,682) (8,658) (8,466) (7,047)

純営業収益 9,499 11,672 10,632 8,113

経常利益又は経常損失（△） △964 1,194 667 △1,475

当期純利益又は当期純損失（△） △434 991 963 △2,770
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △5円41銭 12円58銭 12円20銭 △34円85銭

総資産 67,957 83,259 76,122 61,846

純資産 35,603 38,283 38,088 34,124

３. 財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況

(単位：百万円)

当社の財産及び損益の状況
(単位：百万円)
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対処すべき課題

４. 対処すべき課題
(1) 中期的経営ビジョン
　対面リテール証券の経営環境は、人口減少・顧客の高齢化が進む一方で、個人の資産運用ニーズは益々高まって
おり、ビジネスチャンスも広がっております。
　このような環境下、当社は、2020年４月より外部機関の意見も踏まえ、第六次中期経営計画（５カ年計画）
「もっと ずっと... ともに TO YOU」をスタートさせました。目指すべき将来像として、世代を超えて信頼され、
資産運用・資産形成のアドバイザーとして選ばれる「スーパー・リージョナル（地域密着型）・リテール証券会
社」を掲げ、お客さまロイヤルティを追求した営業スタイル改革により、これまで以上に「お客さま本位」の経営
で顧客基盤を拡充し、持続的な成長モデルへの進化を目指します。

(2) 戦略骨子・施策概要
　第六次中期経営計画では、お客さまごとにカスタマイズした営業スタイル改革を実現し、お客さまのロイヤルテ
ィ向上につなげ、持続的成長が可能なビジネスモデルの確立を目指してまいります。また、働き甲斐のある職場環
境や人事評価などにより従業員満足度を上げ、質の高い顧客サービスの実現につなげてまいります。

＜基本方針＞
・「もっと」これまで以上にお客さまから信頼され、「もっと」頼りにされる存在に
・「ずっと」次世代までも末永く
・「ともに」お客さま、ご家族さま、地域の方々と「ともに」歩む存在に

＜重点施策＞
・お客さまへの付加価値提供

付加価値戦略…お客さまニーズの把握、ニーズに合った付加価値提案など
・お客さまとの接点の多様化

チャネル戦略…マルチチャネルの活用、地域特性を踏まえた営業店体制、IFA事業の展開など
・組織・人材基盤の強化

業務戦略…営業店・本社の効率化、顧客対応時間の捻出、コスト効率化など
組織戦略…本社の支援機能強化・再構築配置・不動産賃貸業の開始
人材戦略…業績評価・人事評価、人材育成・人材配置など
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主要な事業内容

５. 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

株式業務
　株式業務は、流通市場における委託売買業務、自己売買業務及び発行市場における引受け・売出し業務、募集・
売出しの取扱業務から成り立っており、その主な内容は、次のとおりであります。

委託売買業務
金融商品取引所及びそれ以外の市場（店頭市場）において、顧客の注文に従って売買を執行する業務

自己売買業務
当社が自己の計算において売買を行う業務

引受け・売出し業務
株式の募集・売出しにつき、売れ残りを引き取る条件で顧客に販売する業務

募集・売出しの取扱業務
株式の募集・売出しにつき、顧客に販売する業務

債券業務
　債券業務は、流通市場における委託売買業務、自己売買業務及び発行市場における引受け・売出し業務、募集・
売出しの取扱業務から成り立っております。

投資信託業務
　投資信託業務は、投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券の募集・売出しの取扱業務ならびに売買業務から
成り立っております。

デリバティブ取引業務
　デリバティブ取引業務は、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引の委託取引業務ならびに自己取引業務から成り立っております。

保険業務
　保険業法に基づく、保険契約の締結の代理または媒介に係る業務から成り立っております。

不動産賃貸業務
　自社所有の不動産の賃貸及び管理業務であります。
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主要拠点等

区分 店舗数
東 日 本 ブ ロ ッ ク 四　谷　支　店　など ９店
東海・近畿・四国ブロック 大　阪　支　店　など ９店
西 日 本 ブ ロ ッ ク 広　島　支　店　など 12店

従業員数 前期末比増減
687名 42名減

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
673名 41名減 43.2歳 17.5年

６. 主要拠点等
主要な営業拠点（2023年３月31日現在）
当　社
本　店　　東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
支　店　　30店

営業所　　福山支店府中営業所

主要な子会社
東洋証券亜洲有限公司　　　香港

従業員の状況（2023年３月31日現在）
企業集団の従業員の状況

注：上記従業員数のほか、歩合外務員３名が在籍しております。

当社の従業員の状況

注：上記従業員数のほか、歩合外務員３名が在籍しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な借入先及び借入額

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容
東洋証券亜洲有限公司 110,000 千香港ドル 100 ％ 香港における証券業務全般

７. 重要な親会社及び子会社の状況（2023年３月31日現在）

親会社の状況
　該当事項はありません。

子会社の状況

事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。

借入先 借入残高
株式会社みずほ銀行 3,400 百万円

株式会社広島銀行 2,100

株式会社七十七銀行 700

株式会社もみじ銀行 600

株式会社愛媛銀行 500

三井住友信託銀行株式会社 500

株式会社山口銀行 500

株式会社南都銀行 500

株式会社三菱UFJ銀行 300

株式会社荘内銀行 200

日本証券金融株式会社 145

８. 主要な借入先及び借入額（2023年３月31日現在）
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剰余金の配当等の決定に関する方針、株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

９. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主のみなさまに対する利益の還元を重要な経営方針の一つとして位置付け、中長期的な企業価値の向
上に努めております。
　利益配分にあたっては、毎期の業績を反映しつつ経営基盤の確立のための内部留保の充実に配慮しており、株主
資本と収益環境の状況を総合的に勘案し、年１回の剰余金の配当や機動的な自己株式の取得により株主のみなさま
に利益の還元を実施することを基本方針としております。
　剰余金の配当については、連結ベースの配当性向を60％以上とするとともに、分配可能額に占める割合も指標
とすることで継続的に配当を行えるよう配慮しております。
　上記方針のもと、2023年３月期の期末配当につきましては、１株当たり配当２円といたしました。
　なお、剰余金の配当等の決定に関する方針につきましては、株主のみなさまへの利益還元の姿勢をより明確かつ
充実させるために、2022年12月26日に変更しております。
　引き続き全社を挙げて業績の向上に邁進し、株主のみなさまへより多くの利益の還元ができるよう努力してまい
ります。

2 株式に関する事項（2023年３月31日現在）

１. 発行可能株式総数 316,000,000株

２. 発行済株式の総数 87,355,253株 （うち自己株式 3,990,789株）

３. 株主数 6,966名

４. 上位10名の株主
株主名 持株数 持株比率

BeBrave株式会社 8,734 千株 10.4 ％
株式会社野村総合研究所 6,860 8.2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,499 7.7
住友生命保険相互会社 5,449 6.5
チャレンジ２号投資事業組合 4,365 5.2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（役員報酬BIP信託口・76402口） 3,661 4.3

サンシャインF号投資事業組合 3,145 3.7
株式会社広島銀行 3,120 3.7
株式会社エピック・グループ 2,350 2.8
サンシャインD号投資事業組合 2,003 2.4

注1：当社は自己株式として3,990,789株を保有しておりますが、上記の上位10名の株主から除外しております。なお、自己株式3,990,789株に
は、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式3,661,519株は含めておりません。

注2：持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
注3：「Be Brave株式会社」の株主名簿上の株主名は「ＥＳＧ投資事業組合業務執行組合員Be Brave株式会社」となっております。
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剰余金の配当等の決定に関する方針、株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

株式数（株） 交付対象者数（名）
取締役（社外取締役を除く。） 266,571 1
社外取締役 29,050 2
監査役 136,000 1

５. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
　当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

注：監査役への交付は従前の株式報酬型ストックオプション廃止時における未行使の新株予約権について、退任時に交付したものであります。

６. その他株式に関する重要事項
　当社は、2019年６月26日開催の第97回定時株主総会における決議に基づき、取締役（国外居住者を除く）及
び執行役員（国外居住者を除く）（以下「取締役等」という。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をよ
り明確にし、取締役等が当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員
株式報酬制度（役員報酬BIP信託）を導入しております。2023年３月末現在において、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が保有する当社株式は3,661,519株であります。

3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項

地位 氏名 担当 重要な兼職の状況
取締役社長兼
社長執行役員

（代表取締役）
桑 原 理 哲 監査部担当

取締役兼
専務執行役員 岡 田 啓 芳 証券本部長兼業務管理本部・経営企

画部管掌

取締役兼
常務執行役員 櫻 井 　 歩

営業本部長兼情報本部・法人本部・
営業企画部・ウェルスマネジメント
部・ビジネス・ソリューション部管
掌

取締役兼
上席執行役員 重 山 都 彦 カスタマーセンター担当兼人事研修

部管掌
取締役兼

上席執行役員 圓 城 寺 　 　 　 貢 総務部担当兼内部管理本部・アジア
戦略管掌

取　締　役 田 中 秀 和
取　締　役 佐 藤 義 雄

取　締　役 (戸籍上の氏名：
矢　野　惠　美)

石 田 惠 美

　
常勤監査役 伊 藤 逸 朗
常勤監査役 村 山 敏 康
監　査　役 塚 本 　 誠
監　査　役 木 村 祭 氏

１. 取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

注1：取締役田中秀和氏、佐藤義雄氏及び石田惠美氏は、社外取締役であります。
注2：常勤監査役伊藤逸朗氏、監査役塚本誠氏及び木村祭氏氏は、社外監査役であります。
注3：取締役田中秀和氏、佐藤義雄氏、石田惠美氏、常勤監査役伊藤逸朗氏、監査役塚本誠氏及び木村祭氏氏は、東京証券取引所の有価証券上場規

程第436条の２に定める独立役員であります。
注4：常勤監査役伊藤逸朗氏は金融機関のコンプライアンス分野や与信業務分野における豊富な経験と知識を有するものであります。
注5：2022年６月28日開催の定時株主総会において、圓城寺貢氏が取締役、佐藤義雄氏及び石田惠美氏が社外取締役、村山敏康氏が監査役に選任

され就任いたしました。
注6：2023年４月１日付で、取締役の担当について次のとおり異動がありました。
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地位 氏名
   担当

異動前 異動後

取締役兼
常務執行役員 櫻 井 　 歩

営業本部長兼情報本部・法人本
部・営業企画部・ウェルスマネ
ジメント部・ビジネス・ソリュ
ーション部管掌

営業本部長兼ビジネス・ソリ
ューション部担当兼情報本
部・法人本部・営業企画部・
ウェルスマネジメント部管掌

地位 氏名 担当
上席執行役員 松 本 　 誠 人事研修部担当
上席執行役員 平 田 　 聡 内部管理本部長

執行役員 横 川 満 紀 東海・近畿・四国ブロック長
執行役員 小 平 孝 哉 西日本ブロック長

執行役員 中 尾 正 敏 東洋証券亜洲有限公司業務執行取締
役

執行役員 河 村 政 文 業務管理本部長兼経営企画部担当
執行役員 三 浦 秀 明 情報本部長

執行役員 中 丸 裕 史 ウェルスマネジメント部担当兼東日
本ブロック長

執行役員 末 若 哲 也 法人本部長兼資本市場部長
執行役員 小 川 憲 洋 営業企画部担当

執行役員 小 泉 満 生 アジア戦略担当兼東洋証券亜洲有限
公司社長

注7：2023年４月１日現在の執行役員の地位及び担当は次のとおりであります。
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２. 責任限定契約に関する事項
　当社と社外役員は会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠
償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

３. 補償契約に関する事項
　該当事項はありません。

４. 役員等賠償責任保険契約に関する事項
①　被保険者の範囲

　当社及び当社の子会社のすべての取締役、監査役、執行役員、重要な使用人及びそれらの相続人等
②　保険契約の内容の概要

　被保険者が①の会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによ
り、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補するものです。ただし、私的な利益や便宜の供与を違法に
得たことに起因する損害賠償請求や犯罪行為に起因する損害賠償請求等は塡補対象外とすることにより、役員
等の職務の遂行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しておりま
す。

５. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、2019年２月25日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
（取締役及び執行役員の報酬等の額の決定に関する方針）
(ア) 取締役及び執行役員の報酬の決定方針は、企業価値の持続的な向上や株主価値との共有、人材確保の観点

から適切なインセンティブ機能を有するよう以下のとおりとしております。
ａ 業績との連動性に配慮したものであること
ｂ 報酬水準等は外部機関の調査データ等に基づく客観的な比較検証により、役割と責務に相応しい水準とす

ること
ｃ 個々の能力や目標達成度等の実績及び経営状況等に見合った内容とすること
ｄ 取締役会が取締役及び執行役員の報酬を決定するに際しては、指名・報酬委員会の答申を受けその内容を

尊重し、株主をはじめとするステークホルダーに対し説明責任を果たすことのできる透明性・公平性・客
観性を確保すること
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(イ) 取締役及び執行役員の報酬は、役職ごとに以下のとおり構成しております。なお、2019年６月26日定時
株主総会決議により、新たな株式報酬制度を導入するとともに、従前の株式報酬型ストックオプションを
廃止しております。

ａ 取締役（社外を除く）及び執行役員
固定報酬である月例報酬、単年度業績に連動する賞与ならびに株主価値との連動性を有する株式報酬（業
績連動部分と固定部分）で構成する。

ｂ 社外取締役
固定報酬である月例報酬及び株主価値との連動性を有する株式報酬（固定部分）で構成する。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
月例報酬及び賞与の上限（2006年６月29日定時株主総会。使用人分給与は含まれない。）
取締役：年額４億20百万円以内
監査役：年額90百万円以内
　なお、執行役員に対する月例報酬及び賞与の上限は株主総会で決議されておりません。
　当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名、監査役の員数は４名であります。

③ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の額の決定方法

(ア) 賞与（短期業績連動報酬）
　当社の取締役（社外を除く）・執行役員に対する報酬として、基本報酬とは別に、業績に連動した報酬
として、その算定方法の透明性を確保することで会社業績の一層の向上を目指すことを目的として、当社
の当期純利益に連動する賞与を支給しております。当該指標（当期純利益）を選択した理由は、企業価値
の向上や株主価値との共有の観点から最も適していると考えたためであります。なお、当事業年度を含む
当期純利益の推移は、「１.企業集団の現況に関する事項」の「(3) 財産及び損益の状況」（26頁）に記載
のとおりであります。
　2020年３月期以降の各取締役（社外を除く）の支給額の算定方法は、以下のとおりであります。

ａ 支給総額
賞与の支給総額は、１億50百万円を上限に当社の当期純利益に1.8％を乗じた額（百万円未満は切り捨
て）とする。

ｂ 支給条件
以下のいずれも満たした場合に支給する。
・連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも利益を計上していること
・期末配当を実施していること
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ｃ 配分方法
各取締役への配分額は、支給総額に取締役会長1.5、取締役副会長1.35、取締役社長執行役員1.5、取締役
副社長執行役員1.15、取締役専務執行役員1.05、取締役常務執行役員0.85、取締役上席執行役員0.725、
取締役執行役員0.65の役位別係数を乗じ、全取締役の係数の合計で除した金額とする。ただし、代表権者
以外は、そのうち一定割合（６分の５）について、個人の目標達成度に応じ0%～250%の範囲で変動す
る。

(イ) 株式報酬（中長期業績連動報酬）
　2020年３月期より、取締役（社外を除く）・執行役員に対して支給する株式報酬は、報酬と当社の業績
及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を
高めることを目的として、役位に応じた「固定ポイント」のほか経営指標として掲げる係数目標（時価総
額等）の達成度等に応じて0%～200%の範囲で変動する「業績連動ポイント」を付与します。なお、当事
業年度の係数目標の達成度等に応じた変動率は150％であります。

④ 非金銭報酬等の内容
　株式報酬の上限等（2019年６月26日定時株主総会。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名
（うち社外取締役３名）です。）
(ア) 当社が拠出する金員の上限

　３事業年度ごとに６億19百万円（内訳　取締役（社外を除く）・執行役員６億11百万円、社外取締役８
百万円）以内。ただし、当初の2020年３月期から2023年３月期までの４事業年度につき８億24百万円
（内訳　取締役（社外を除く）・執行役員８億14百万円、社外取締役10百万円）以内。また、2019年６
月26日開催の第97回定時株主総会決議における株式報酬型ストックオプションからの移行措置分につき４
億64百万円（取締役（社外を除く）・執行役員３億62百万円、社外取締役４百万円、監査役98百万円）
以内。

(イ) 役員及び執行役員に交付する株式数（ポイント数）の上限
　１事業年度ごとに983,000ポイント（内訳　取締役（社外を除く）・執行役員971,000ポイント、社外
取締役12,000ポイント）以内。なお、株式報酬型ストックオプションからの移行措置分につき1,543,000
ポイント（内訳　取締役（社外を除く）・執行役員1,206,000ポイント、社外取締役13,000ポイント、監
査役324,000ポイント）以内。（原則として1ポイント１株とする。）

(ウ) 交付株式数の算定方法・交付時期等
　毎事業年度終了後の所定の時期に、取締役（社外を除く）・執行役員に対しては、役位に応じた「固定
ポイント」と経営指標として掲げる係数目標（時価総額等）の達成度等に応じて0%～200%の範囲で変動
する「業績連動ポイント」を付与し、社外取締役に対して「固定ポイント」を付与する。付与したポイン
トは毎年累積し、取締役・執行役員の退任時にポイントの累計値に応じて当社株式等の交付等を行う。な
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役員区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
(うち社外取締役)

166
(19)

136
(18)

－
(－)

30
(1)

11
(5)

監査役
(うち社外監査役)

34
(21)

34
(21)

－
(－)

－
(－)

5
(3)

お、株式報酬ストックオプションからの移行措置として、役員及び執行役員が未行使の新株予約権につい
ては、各役員及び執行役員が権利放棄することを条件に、本制度の開始後遅滞なく、当該新株予約権の目
的となる株式数相当のポイントを付与し、上記の累積ポイントと併せて（監査役は放棄した新株予約権相
当分のみ）各役員及び執行役員の退任時に当社株式等の交付等を行う。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

注1：上表には、2022年６月28日開催の第100回定時株主総会終結の時を以って退任した取締役３名（うち社外取締役２名）、監査役１名を含ん
でおります。

注2：業績連動報酬等は、当事業年度に費用計上した金銭で支払う役員賞与額であります。
注3：非金銭報酬等は、報酬の対象期間に応じて、複数年にわたって費用を計上する株式報酬制度である役員報酬BIP信託の当事業年度の費用計上

額であります。

⑥ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が
判断した理由

　取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、所定の手続きを経て、指名・報酬委員会の
答申を受け、その内容を尊重して決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断してお
ります。

⑦ 監査役の報酬等の額の決定に関する事項
　取締役の職務の執行を監査する機関として独立性を確保する観点から、監査役の報酬については、固定報酬で
ある月例報酬のみ支給しております。各人別の支給額については、株主総会決議の報酬金額の範囲内で、各監査
役の協議により決定しております。
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区分 氏名 主な活動状況

取 締 役 田 中 秀 和

取締役会への出席状況：開催数15回　出席数15回（出席率100.0％）
他に経営会議、執行役員会及びコンプライアンス委員会に出席し、大手証券会社
での実務経験や事業会社経営の経験の観点から、議案審議等に必要な発言を適宜
行っております。また、上記のほか、当社の取締役、監査役及び執行役員の人事
や評価及び報酬などを取締役会の諮問機関として審議する指名・報酬委員会の委
員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等への貢献度を評価・人事に反
映させるなど、経営陣の監督に務めております。

取 締 役 佐 藤 義 雄

取締役会への出席状況：開催数11回　出席数11回（出席率100.0％）
他に経営会議、執行役員会及びコンプライアンス委員会に出席し、大手金融機関
での長年の豊富な経験と知識を有し、また、社長・会長の就任歴で培われた経営
に関する経験と知識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。ま
た、上記のほか、当社の取締役、監査役及び執行役員の人事や評価及び報酬など
を取締役会の諮問機関として審議する指名・報酬委員会の委員を務め、独立した
客観的立場から会社の業績等への貢献度を評価・人事に反映させるなど、経営陣
の監督に務めております。

取 締 役 石 田 惠 美

取締役会への出席状況：開催数11回　出席数11回（出席率100.0％）
他に経営会議、執行役員会及びコンプライアンス委員会に出席し、弁護士・公認
会計士・税理士実務における高度な専門知識を有し、金融機関や事業会社での社
外取締役や監査役の経験から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
また、上記のほか、当社の取締役、監査役及び執行役員の人事や評価及び報酬な
どを取締役会の諮問機関として審議する指名・報酬委員会の委員を務め、独立し
た客観的立場から会社の業績等への貢献度を評価・人事に反映させるなど、経営
陣の監督に務めております。

６. 社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行者の兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。
②　他の法人等の社外役員等の兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。
③　会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または役員との親族関係
　該当事項はありません。
④　各社外役員の主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況、発言状況、社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った
職務の概要
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会社役員に関する事項

区分 氏名 主な活動状況

常勤監査役 伊 藤 逸 朗

取締役会への出席状況：開催数15回　出席数15回（出席率100.0％）
監査役会への出席状況：開催数14回　出席数14回（出席率100.0％）
取締役会では、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、監査役会
では、監査結果について意見交換を行っております。

監 査 役 塚 本 　 誠

取締役会への出席状況：開催数15回　出席数15回（出席率100.0％）
監査役会への出席状況：開催数14回　出席数14回（出席率100.0％）
取締役会では、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、監査役会
では、監査結果について意見交換を行っております。

監 査 役 木 村 祭 氏

取締役会への出席状況：開催数15回　出席数15回（出席率100.0％）
監査役会への出席状況：開催数14回　出席数14回（出席率100.0％）
取締役会では、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、監査役会
では、監査結果について意見交換を行っております。

注1：取締役会開催数に書面決議（３回）は含まれておりません。
注2：取締役佐藤義雄氏及び石田惠美氏の取締役会への出席状況につきましては、2022年６月28日の就任後に開催されたものであります。
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5 会計監査人の状況

① 当社が支払うべき会計監査人の報酬等の額 38百万円
② 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務 ２百万円
③ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40百万円

１. 名称
　有限責任 あずさ監査法人

２. 当該事業年度中に辞任した、または解任された会計監査人に関する事項
　該当事項はありません。

３. 現在の業務停止処分に関する事項
　該当事項はありません。

４. 過去２年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容と
すべきと判断した事項

　該当事項はありません。

５. 責任限定契約に関する事項
　該当事項はありません。

６. 補償契約の内容の概要
　該当事項はありません。

７. 会計監査人に対する報酬等の額

注1：監査役会は、監査役会が定める判断基準に基づき、会計監査人の報酬見積もりの算出根拠や考え方を検証した結果、会計監査人の報酬等
につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

注2：当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実
質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

注3：当社の子会社である東洋証券亜洲有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
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８. 会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監
査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される
場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

6 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容
　当社は、取締役会において、当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制等の整備につ
いて、次のとおり決議しております。

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

①　法令等の遵守（以下「コンプライアンス」という。）を経営の最重要課題の一つとして位置づける。
②　取締役および使用人の基本的な行動規範として、「綱領」、「経営理念」、「倫理方針」および「行動指

針」を定めるほか、コンプライアンス体制および業務に係る社内規程等を整備し、必要な教育を行う。
③　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制整備に資するた

め、コンプライアンス委員会を設置し、活動内容を取締役会および監査役会に定期的に報告する。
④　コンプライアンスに係る内部通報制度を整備し、自由に通報や相談ができる仕組みを構築する。
⑤　使用人の法令および定款等違反行為の処分については、公正委員会の具申を経て、経営会議で決定する。
⑥　監査部および検査部は、各部室店の日常的な活動状況の監査を実施する。
⑦　監査部、リスク管理室、営業考査部および検査部は、平素より連携し、全社のコンプライアンス体制および

コンプライアンス上の問題の有無を調査し、改善策を検討する。
⑧　「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備する。
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２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係わる情報については、「文書管理規程」および「情報管理基本規程」等を定め、適切に
保存および管理する。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　損失の危険の管理（以下「リスク管理」という。）を経営の最重要課題の一つとして位置づける。
②　「リスク管理規則」においてリスク管理を体系的に定め、あらかじめ具体的なリスクを想定および分類し、

個々のリスクにつき特定、計測、コントロールおよびモニタリングを行う。
③　リスク管理に関する統括部署として、リスク管理室を設置し、リスク管理の充実に努め、リスク管理に関す

る事項を取締役会および監査役会に定期的に報告する。
④　総務部は、緊急時事業継続体制に係る社内規程を定め、有事の際の迅速かつ適切な意思決定・指揮命令体制

および情報伝達体制を整備する。
⑤　監査部は、リスク管理の状況を定期的に監査し、その状況を取締役会および監査役会に報告する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にし、経営の効率化を

図り、取締役の監督機能を強化する。
②　取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状

況を監督する。
③　取締役会の定める基本方針に基づいて、重要事項に関し協議上申するため、経営会議を設置する。経営会議

は、原則毎月２回開催する。
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５. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　「綱領」、「倫理方針」、「利益相反管理方針」および「反社会的勢力に対する基本方針」を共有化し、コ

ンプライアンスや情報セキュリティーなどの理念の統一を図る。
②　「関係会社の管理に関する規程」等を定め、経営企画部が子会社の事業の総括的な管理を行う。
③　「関係会社の管理に関する規程」を定め、子会社の取締役の職務の執行に係る事項等について報告を求め

る。
④　当社の経理部門から、重要な子会社の取締役または監査役を選任し、会計の状況を監督する。
⑤　子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社と業務委託契約等を締結し、

子会社に対し人事管理業務やシステム関連業務等の間接業務を提供する。
⑥　「リスク管理規則」を定め、当社および子会社を一体としたリスク管理を行う。
⑦　グループ内通報制度を設置し、グループ内の従業員等から監査部への通報を可能とする。

６. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および
監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　監査役の職務を補助すべき使用人（以下「職務補助者」という。）は、監査部に属する使用人とする。
②　取締役は、職務補助者がその職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう配慮する。
③　職務補助者の人事異動、人事評価および懲戒処分には、監査役会の同意を得る。

７. 当社および子会社からなる企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告する
ための体制および当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保するための体制

①　監査役が、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議等の重要な
会議に出席できる体制を整備し、また、取締役および使用人は重要な議事録、内部監査の報告書および稟議
書等を監査役に回付する。

②　取締役および使用人は、必要に応じ定期的または適宜監査役会に出席し、監査役より要請のある事項につい
て報告する。

③　監査役への報告を行ったグループ内の取締役および使用人に対し、不利な取扱いを行ってはならない。
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８. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　会社法第388条を遵守し、支払い手続きは「経理規則」等に準じて支弁する。

９. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　取締役は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に努める。
②　監査役会は、取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

10. 財務報告の適正を確保するための体制
①　財務諸表の作成にあたり、業務分担と責任部署を明確化する。
②　一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、財務諸表を作成する。
③　財務諸表等の適正性を確認するため、情報開示委員会を設置する。
④　情報開示委員会は、財務諸表等が適正に作成されているかを確認し、その結果を取締役会に報告する。
⑤　取締役および監査役は、会計監査人による財務諸表等の記載内容に関する指摘事項を確認する。
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7 業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要
１. 当社及び子会社におけるコンプライアンス及びリスク管理について

①　当社は、「綱領」、「経営理念」、「倫理方針」及び「行動指針」を定め、コンプライアンスハンドブック
に収録してグループ内の役職員に配布するとともに、社内イントラネットに掲載し周知しております。

②　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する課題の審議や対応策などの検討を行い、その要旨に
ついて取締役会及び監査役会に報告しております。当事業年度においては、コンプライアンス委員会を12
回開催しております。

③　当社は、社内の不正・違反行為に対する相互牽制の実効性確保及びその早期発見の観点からコンプライアン
スホットラインを設け、グループ内の従業員等から自由に通報や相談ができる仕組みを構築しております。
また、通報者に対し不利な扱いをしないことを定めております。

④　監査部、リスク管理室、営業考査部及び検査部は、平素より連携し、全社のコンプライアンス体制及びコン
プライアンス上の問題の有無を調査し、改善策を検討しております。

⑤　当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」及び「反
社会的勢力対応マニュアル」等を整備しております。これらの方針等に基づき、営業店は、新規顧客の口座
開設の際、インターネットサイト及び基幹システムの検索処理により反社会的勢力でないことを確認後、新
規口座開設業務の委託先会社において反社チェックを行っております。

⑥　当社は、「文書管理規程」及び「情報管理基本規程」等に基づき、取締役の職務の執行に係る文書その他情
報については、正式文書又は情報資産として取扱い、適切に保存及び管理を行っております。

⑦　リスク管理室は、「リスク管理規則」に則り、市場リスク等のあらかじめ想定される当社グループの具体的
なリスクについて日常的にモニタリングを行い、定期的に取締役会及び監査役会に報告しております。

⑧　当社は、事業継続計画の実効性を確保するため改善すべき事項を検証し、必要に応じて規則・規程およびマ
ニュアルを見直し体制整備を行っております。

⑨　当社は、「取締役会規則」及び「関係会社の管理に関する規程」に基づき、経営企画部は、子会社が重要事
項等を行う際には、関係会社に対し事前に報告を求め、その対応に係る当社グループ方針に基づく対応方針
の確認や特にグループ経営上重要事項についての当社取締役会への上程手続きなど総括的な管理を行ってお
ります。

⑩　当社は、経営企画部管掌役員、担当役員及び部長、監査部及び監査役は、関係会社から月次の業務執行報告
その他重要事項の報告を受けております。
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２. 取締役の職務執行の効率性の確保について
①　執行役員は、取締役会で委譲された権限の範囲内で業務を執行しており、当該業務の執行状況については、

取締役会及び執行役員会に報告され、取締役は当該業務執行状況を監督しております。
②　取締役会は、「取締役会規則」等に基づき、重要事項を決定するとともに、各部署の業務執行状況の報告を

受け監督しております。なお、当事業年度につきましては、取締役会を15回開催しております。
③　経営会議は、取締役会の定める基本方針に基づき、「経営会議規程」等に定める重要事項について、取締役

社長に具申しております。なお、当事業年度につきましては、経営会議を25回開催しております。

３. 監査役の監査の実効性の確保について
①　監査役は、取締役会に出席するほか経営会議や執行役員会にも出席し、これらの会議の議事録、その他内部

監査報告書、稟議書等について自由に閲覧し、取締役及び使用人の職務の執行状況について監査を行うとと
もに意見がある場合には意見を述べております。

②　当事業年度につきましては、監査役会を14回開催しており、うち６回については、取締役が出席し、監査
役からの要請事項について報告しております。

③　監査部に属する従業員は、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役会の事務局運営等に必要な事項
を補助しております。

8 株式会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針（以下「基本方針」と
いう。）を定めており、その内容の概要等は以下のとおりであります。

①　基本方針の内容の概要
　当社は、「人」と「人」とのつながりを大切にする精神のもと、経営理念に基づいたお客さま本位の質の高
い金融サービスで社会に貢献することによって事業拡大を図るビジネスモデルにより、当社グループの企業価
値等の持続的な確保、向上が図られるものであり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、
このようなビジネスモデルを実現することを可能とするものが望ましいと考えております。
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　もっとも、当社は、当社株式について大量買付行為がなされる場合、このことが当社グループの企業価値等
の向上に資するものであれば、これを否定するものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
は、最終的には当社の株主のみなさまの意思に基づき決定されるべきものであると考えております。
　しかしながら、大量買付者の中には、不適切な手段により株価をつり上げて高値で株式を会社に引き取らせ
る行為などにより大量買付者（及びその関係者）の利益のみを追求する者や、短期的なROE向上を追求するあ
まりお客さまの資産を毀損することも顧みないようなお客さま本位の経営に背く業務運営を積極的に推し進め
る者など、当社グループの企業価値等を毀損する者の存在も否定できません。
　当社は、このような当社グループの企業価値等に対する侵害行為を容認することはできません。
　こうした状況を踏まえ、当社は、大量買付行為が行われる際に、株主のみなさまに当該大量買付行為に応じ
るか否かを適切にご判断いただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保・提供するための、大量買付ルー
ルを制定いたしました。
　なお、当該大量買付ルールは、大量買付者等の株式持分を希釈化するために株式や新株予約権の割当てを行
うなど対抗措置のあるいわゆる買収防衛策ではございません。

②　基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
イ　中期的経営ビジョン

　対面リテール証券の経営環境は、人口減少・顧客の高齢化が進む一方で、個人の資産運用ニーズは益々高
まっており、ビジネスチャンスも広がっております。
　このような環境下、当社は、2020年４月より外部機関の意見も踏まえ、第六次中期経営計画（５カ年計
画）「もっと ずっと... ともに TO YOU 」をスタートさせました。目指すべき将来像として、世代を超え
て信頼され、資産運用・資産形成のアドバイザーとして選ばれる「スーパー・リージョナル（地域密着
型）・リテール証券会社」を掲げ、お客さまロイヤルティを追求した営業スタイル改革により、これまで以
上に「お客さま本位」の経営で顧客基盤を拡充し、持続的な成長モデルへの進化を目指します。

ロ　戦略骨子・施策概要
　第六次中期経営計画では、お客さまごとにカスタマイズした営業スタイル改革を実現し、お客さまのロイ
ヤルティ向上につなげ、持続的成長が可能なビジネスモデルの確立を目指してまいります。また、働き甲斐
のある職場環境や人事評価などにより従業員満足度を上げ、質の高い顧客サービスの実現につなげてまいり
ます。
＜基本方針＞
・「もっと」これまで以上にお客さまから信頼され、「もっと」頼りにされる存在に
・「ずっと」次世代までも末永く
・「ともに」お客さま、ご家族さま、地域の方々と「ともに」歩む存在に
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＜重点施策＞
・お客さまへの付加価値提供
付加価値戦略…お客さまニーズの把握、ニーズに合った付加価値提案など
・お客さまとの接点の多様化
チャネル戦略…マルチチャネルの活用、地域特性を踏まえた営業店体制、IFA事業の展開など
・組織・人材基盤の強化
業務戦略…営業店・本社の効率化、顧客対応時間の捻出、コスト効率化など
組織戦略…本社の支援機能強化・再構築配置・不動産賃貸業の開始
人材戦略…業績評価・人事評価、人材育成・人材配置など

ハ　コーポレート・ガバナンス体制の強化
　当社は、投資家と金融商品取引市場を仲介する金融商品取引業者としての社会的責任を常に認識し、企業
価値の増大・最大化を通じてステークホルダーの満足度を高めることを目指すとともに、法令遵守の徹底、
経営の健全性と透明性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整備しており
ます。
　また、株主提案など経営から独立した判断が必要な案件については、独立社外取締役のみで構成される独
立委員会を都度立ち上げ、審議・検討することとしております。

③　大量買付ルール
　大量買付ルールは、当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の大量買付者及び大量買
付者の特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けを行おうとする場合等において、大
量買付者に対して情報提供を求めるとともに、株主のみなさまに判断する機会を確保・提供するための手続を
定めております。その概要は以下のとおりです。
　大量買付者は、大量買付行為に先立ち、当社取締役会に対して、当該大量買付者が大量買付行為に際して大
量買付ルールに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した意向表明書を提出し、当社取締役会は、その
受領後10営業日以内に、大量買付者に対し詳しい大量買付情報の提供を求めます。当社取締役会は、大量買
付者から提供された情報等に基づき、大量買付者による大量買付行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を
毀損するものか否かを評価します。評価期間は60営業日以内または90営業日以内で当社取締役会が設定・公
表します。大量買付者は、意向表明書の提出後、取締役会評価期間が満了するまでは、大量買付行為を開始す
ることができません。当社取締役会は、大量買付者から受領した情報ならびに大量買付行為の評価の結果・理
由及び株主のみなさまが大量買付行為に応じるか否かを適切に判断するために有益と考えられる情報につい
て、適宜、開示いたします。大量買付ルールの有効期間は2020年11月24日から３年間です。有効期間内で
あっても、当社取締役会において、法令等の改正や判例の動向等を考慮して、大量買付ルールを随時、見直し
または廃止でき、その場合には、法令等及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
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④　当社の取組みに関する取締役会の判断及びその理由
　当社の取締役会は、上記に述べた当社の取組みが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保
し、大量買付行為が行われる際には、株主のみなさまに当該大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いた
だくための必要かつ十分な時間・情報を確保することを目的とするものであって、上記の基本方針に沿うもの
であり、株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断して
おります。

注：本事業報告中の記載金額（または数値）は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
(単位：百万円)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 ・ 預 金
預 託 金
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品

商 品 有 価 証 券 等
デ リ バ テ ィ ブ 取 引

約 定 見 返 勘 定
信 用 取 引 資 産

信 用 取 引 貸 付 金
信用取引借証券担保金

立 替 金
短 期 貸 付 金
未 収 収 益
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

51,678
23,276
17,798

891
891

0
611

8,309
8,074

235
70
20

457
55

189
△　　　 2

14,512
2,435

971
46

1,416
1

13
7
6

12,062
7,305
1,769

26
2,862

18
216

△　　134　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 25,176

信 用 取 引 負 債 705
信 用 取 引 借 入 金 145
信用取引貸証券受入金 560

預 り 金 15,599
受 入 保 証 金 1,743
短 期 借 入 金 3,100
１年内返済予定の長期借入金 3,000
リ ー ス 債 務 5
未 払 法 人 税 等 100
賞 与 引 当 金 246
そ の 他 の 流 動 負 債 675

固 定 負 債 6,734
長 期 借 入 金 4,000
リ ー ス 債 務 4
繰 延 税 金 負 債 2,144
役 員 株 式 給 付 引 当 金 209
資 産 除 去 債 務 292
そ の 他 の 固 定 負 債 82

特 別 法 上 の 準 備 金 79
金融商品取引責任準備金
(金融商品取引法第46条の５) 79

負 債 合 計 31,990
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 31,255

資 本 金 13,494
資 本 剰 余 金 9,650
利 益 剰 余 金 10,049
自 己 株 式 △　1,939

その他の包括利益累計額 2,945
その他有価証券評価差額金 2,881
為 替 換 算 調 整 勘 定 △　　220
退職給付に係る調整累計額 284

純 資 産 合 計 34,200
資 産 合 計 66,190 負 債 ・ 純 資 産 合 計 66,190

連結計算書類等
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連結損益計算書

連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

科　　　　　目 金　　　　　額
営 業 収 益 8,341
受 入 手 数 料 7,139
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 852
金 融 収 益 295
そ の 他 の 営 業 収 益 53

金 融 費 用 120
そ の 他 の 営 業 費 用 74
純 営 業 収 益 8,146
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 10,313
取 引 関 係 費 1,255
人 件 費 5,024
不 動 産 関 係 費 1,442
事 務 費 1,778
減 価 償 却 費 473
租 税 公 課 200
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 2
そ の 他 135

営 業 損 失 （ △ ） △  2,167
営 業 外 収 益 557
営 業 外 費 用 51
経 常 損 失 （ △ ） △  1,660
特 別 利 益 1,170
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,170

特 別 損 失 2,350
減 損 損 失 2,341
投 資 有 価 証 券 売 却 損 8

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △  2,840
法 人 税 等 114
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29
法 人 税 等 調 整 額 85

当 期 純 損 失 （ △ ） △  2,955
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 （ △ ） △  2,955
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 13,494 9,650 13,504 △2,045 34,604
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △500 △500
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △2,955 △2,955
自 己 株 式 の 処 分 106 106
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額）
当連結会計年度変動額合計 － － △3,455 106 △3,349
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 13,494 9,650 10,049 △1,939 31,255

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 3,680 △331 483 3,832 38,437
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △500
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △2,955
自 己 株 式 の 処 分 106
自 己 株 式 の 取 得 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額） △798 110 △198 △886 △886

当連結会計年度変動額合計 △798 110 △198 △886 △4,236
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,881 △220 284 2,945 34,200
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連結会計監査報告

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 和 男
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 澤 　 孝

独立監査人の監査報告書
2023年５月９日

東洋証券株式会社
　取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋証券株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋証
券株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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貸借対照表

貸借対照表（2023年３月31日現在）
(単位：百万円)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 ・ 預 金
預 託 金
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品

商 品 有 価 証 券 等
デ リ バ テ ィ ブ 取 引

約 定 見 返 勘 定
信 用 取 引 資 産

信 用 取 引 貸 付 金
信用取引借証券担保金

立 替 金
短 期 貸 付 金
未 収 収 益
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

46,426
22,134
13,715

891
891

0
611

8,309
8,074

235
55
20

450
55

185
△　　　 2

15,420
2,430

971
40

1,416
1

12
6
6

12,977
7,391
1,288
1,738

26
2,452

216
△　　134　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 21,061

信 用 取 引 負 債 705
信 用 取 引 借 入 金 145
信用取引貸証券受入金 560

預 り 金 11,511
受 入 保 証 金 1,743
短 期 借 入 金 3,100
１年内返済予定の長期借入金 3,000
リ ー ス 債 務 5
未 払 法 人 税 等 100
賞 与 引 当 金 242
そ の 他 の 流 動 負 債 652

固 定 負 債 6,581
長 期 借 入 金 4,000
リ ー ス 債 務 4
繰 延 税 金 負 債 2,019
役 員 株 式 給 付 引 当 金 209
資 産 除 去 債 務 270
そ の 他 の 固 定 負 債 77

特  別  法  上  の  準  備  金 79
金融商品取引責任準備金
(金融商品取引法第46条の５) 79

負 債 合 計 27,722
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 31,242

資 本 金 13,494
資 本 剰 余 金 9,650

資 本 準 備 金 9,650
利 益 剰 余 金 10,037

そ の 他 利 益 剰 余 金 10,037
別 途 積 立 金 9,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,037

自 己 株 式 △　1,939
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,881

その他有価証券評価差額金 2,881
純 資 産 合 計 34,124

資 産 合 計 61,846 負 債 ・ 純 資 産 合 計 61,846

計算書類等
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損益計算書

損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

科　　　　　目 金　　　　　額
営 業 収 益 8,227
受 入 手 数 料 7,047
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 853
金 融 収 益 273
そ の 他 の 営 業 収 益 53

金 融 費 用 114
純 営 業 収 益 8,113
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 10,092
取 引 関 係 費 1,187
人 件 費 4,885
不 動 産 関 係 費 1,382
事 務 費 1,791
減 価 償 却 費 511
租 税 公 課 200
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 2
そ の 他 131

営 業 損 失 （ △ ） △  1,978
営 業 外 収 益 549
営 業 外 費 用 46
経 常 損 失 （ △ ） △  1,475
特 別 利 益 1,170
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,170

特 別 損 失 2,350
減 損 損 失 2,341
投 資 有 価 証 券 売 却 損 8

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △  2,655
法 人 税 等 114
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29
法 人 税 等 調 整 額 85

当 期 純 損 失 （ △ ） △  2,770
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 13,494 9,650 9,650 9,000 4,307 13,307 △2,045 34,407
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △500 △500 △500
当 期 純 損 失 （ △ ） △2,770 △2,770 △2,770
自 己 株 式 の 処 分 106 106
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － △3,270 △3,270 106 △3,164
当 事 業 年 度 末 残 高 13,494 9,650 9,650 9,000 1,037 10,037 △1,939 31,242

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計
当 事 業 年 度 期 首 残 高 3,680 3,680 38,088
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △500
当 期 純 損 失 （ △ ） △2,770
自 己 株 式 の 処 分 106
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △798 △798 △798

当 期 変 動 額 合 計 △798 △798 △3,963
当 事 業 年 度 末 残 高 2,881 2,881 34,124
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会計監査報告

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 和 男
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 澤 　 孝

独立監査人の監査報告書
2023年５月９日

東洋証券株式会社
　取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋証券株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日
までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第101期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査
報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人

等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社
から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における
審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は
認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社
の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

東洋証券株式会社　監査役会
常勤監査役 (社外監査役) 伊 藤 逸 朗 ㊞
常勤監査役 村 山 敏 康 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 塚 本 　 誠 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 木 村 祭 氏 ㊞

2023年５月12日

　

監査役会の監査報告書　謄本

以　上
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株主のみなさまと東洋証券

〈ご参考〉
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株主のみなさまと東洋証券
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東洋証券の利益還元方針について

利益配分の基本方針について

第98期

2円

第99期

6円 6円

第100期 第101期

2円

0.4%

1.2%

0.4%
1.2%

配当金の推移 
１株当たり配当金推移
純資産配当率（連結）業績と株主資本と収益環境の状況を総合的に勘案し、年

１回の取締役会決議による剰余金の配当や機動的な自己
株式の取得により、株主のみなさまに利益の還元を実施
いたします。

剰余金の配当について

60%

連結ベースの配当性向を 60％以上とす
るとともに、分配可能額に占める割合も
指標とすることで継続的に配当を行える
よう配慮しております。

東洋証券の利益還元方針について
当社は、株主のみなさまに対する利益の還元を経営上重要な施策の１つとして位置付けております。

●   ７月下旬第１四半期決算発表

●   ６月５日から配当金のお支払い 

●   ６月28日株主総会開催

●   10月下旬第２四半期決算発表

●   １月下旬第３四半期決算発表

年 年

４月 ５月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ２月 ３月１月月６

IRカレンダー
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特 別 口 座 の

Q&A Q1 特別口座とは何ですか？
A1 特別口座とは、株券電子化実施日までに株券のほふり（証券保管振替機構）への預託

がない株主さまのために、当社が三菱ＵＦＪ信託銀行に開設した株式管理口座を特別
口座といいます。

Q3 単元未満の買取、買増手続きはどのようにすれば良いのですか？
A3 単元未満株式を特別口座でご所有の株主さまは、当社の株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託

銀行株式会社、フリーダイヤル0120-232-711）までお問い合わせください。

Q2 特別口座のままだとどうなるのですか？
A2 特別口座の株式は、市場での売買はできません。

なお、単元未満株式の買取・買増請求は可能です。
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特別口座のQ&A

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
配当金 ３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主さまにお支払いいたします。
定時株主総会 毎年６月
基準日 毎年３月31日

その他必要がある場合はあらかじめ公告いたします。
株主名簿管理人／特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都府中市日鋼町１ー１　電話　0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公告方法 公告は電子公告により行います。公告掲載 URL https://www.toyo-sec.co.jp/
ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経
済新聞に掲載する方法により行います。

上場取引所 東京証券取引所
証券コード 8614
株式に関するお手続きについて（お問合せ窓口）
▋特別口座の株主さま
（特別口座から証券会社の口座への口座振替申
請、相続、単元未満株式の買取・買増請求 等）

▋証券会社の口座の株主さま
（住所・氏名変更、配当金受取方法の指定、
単元未満株式の買取・買増請求 等）

▋すべての株主さま
（未受領の配当金のお支払い、郵送物の確認等）

▼ ▼ ▼
上記の三菱UFJ信託銀行

（特別口座の口座管理機関） お取引の証券会社 上記の三菱UFJ信託銀行
（株主名簿管理人）

株主メモ
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中期経営計画

【将来像】
　支店のあるそれぞれの地域において、真にお客さま本位の経営で、世代を超えて信頼され、資産運用・資産形成
のアドバイザーとして選ばれる「スーパー・リージョナル（地域密着型）・リテール証券会社」を目指すべき将来
像として打ち出しています。
【中期経営計画の骨子】
　2020年４月より中期経営計画（５カ年計画）「もっと ずっと… ともに TO YOU」をスタート
　…これまで以上に「お客さま視点」の経営を実現し、お客さまロイヤルティの追求により、顧客基盤の拡充を図る

「もっと」これまで以上にお客さまから信頼され、「もっと」頼りにされる存在に
「ずっと」次世代までも末永く
「ともに」お客さま、ご家族さま、地域の方々と「ともに」歩む存在に

【持続的成長可能なモデルを確立するための収益モデル】
　中期経営計画は５カ年計画です。前半の２年で営業スタイル改革を断行するとともに、コスト構造改革により固
定費を中心に削減し、損益分岐点を下げていきます。そして、後半の３年で成長ステージに乗せていきます。
【重点項目･主な施策】
　中期経営計画では、営業スタイル改革を実現し、お客さまの体験価値（ＣＸ：カスタマーエクスペリエンス※）
向上につなげ、持続的成長が可能なビジネスモデルの確立を目指してまいります。
※CXとは、「Customer Experience」の略。「顧客の体験価値」のことで、お客さまが当社を利用した際の満足度のみならず、その結果

としてどのような意向を持ったか（ファン度や愛着度など）を検証するもの。

◆営業スタイル改革
　これまでの「ニーズのありそうな商品を揃え、それに投資していただけるお客さまを探す営業スタイル（マーケ
ットイン＋プロダクトアウト）」から「お客さまごとのニーズを起点としたカスタマイズされた営業スタイル（カ
スタマーアウト＋プロダクトイン）」へ

①お客さまの意向をよく聞く　　　②お客さまの視点でアドバイス
③適時・適切なフォローアップ　　④アドバイス・スキルの向上

◆重点施策
①お客さまへの付加価値提供

付加価値戦略…お客さまニーズの把握、ニーズに合った付加価値提案など
②お客さまとの接点の多様化

チャネル戦略…マルチチャネルの活用、地域特性を踏まえた営業店体制、IFA事業の展開など
③組織・人材基盤の強化

業務戦略…営業店・本社の効率化、顧客対応時間の捻出、コスト効率化など
組織戦略…本社の支援機能強化・再構築配置・不動産賃貸業の開始
人材戦略…業績評価・人事評価、人材育成・人材配置など

中期経営計画（第六次）「もっと ずっと… ともに TO YOU」(2020年4月~2025年3月）
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　同協議会は、きめ細かな福祉サービスの実施を
はじめ、各種福祉活動を行う区民や団体を支援す
るなど、地域の方々とともに福祉のまちづくりに
向けて活動している団体です。

　当社は今後も、地域の皆さまをサポートする取
組みを通じて、社会貢献を行ってまいります。

中央区社会福祉協議会からの感謝状の授与について
　当社は、社会貢献活動の一環として株主優待券を寄付してきたことに対し、中央区社会
福祉協議会より感謝状を授与されました。

　

　活動の一環として、2022年4月より募集を開始
した「ESG海洋関連株式ファンド（愛称：海）」
において、当社が受領する信託報酬の一部をユニ
セフへ寄付、環境をテーマにした投資セミナー
「"陸と海" 東洋のSDGsファンド・ジョイント
Webinar」の開催、社員による海岸の清掃活動な
どを行っております。

　当社は、創業の地である広島の豊かな自然に支
えられ成長してきました。今までもこれからもそ
の美しく、恵み豊かな瀬戸内海を継承していくた
めに取り組んでまいります。

（2022年11月６日：因島一斉清掃活動（広島県尾道市））

GREEN SEA瀬戸内ひろしま・プラットフォーム(GSHIP)に参画
　GREEN SEA瀬戸内ひろしま・プラットフォーム(以下、GSHIP)に参画いたしました
（入会は2022年6月）。GSHIPは、2050年までに新たに瀬戸内海に流出するプラスチッ
クごみの量 を”ゼロ”にすることを目指し、企業や団体等が連携・協働し取り組む、広島
県が設立した組織です。

　

トピックス
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住所
〒231-0005
横浜市中区本町2-22
TEL ：045-681-3341

横浜支店　開設40周年
　横浜支店は1982（昭和57）年10月25日に西区北幸に開設し、以後2度の移転を経
て、2005（平成17）年2月14日に現在の中区本町で営業しています。昨年10月に開設
40周年という節目の年を迎えました。これまでの皆さまのご支援にお礼を申し上げま
す。
　現在支店の居を構えます関内地域は古くから横浜の中心市街地として栄え、周りには馬
車道、中華街、山下公園、横浜スタジアムといった観光スポットや商業施設がたくさんあ
ります。またみなとみらい地区とも隣接しており、2021年に日本初の都市型循環式ロー
プウェイ 「YOKOHAMA AIR CABIN」が運行を開始し、上空からの壮大な夜景やみな
とみらい地区の景観を楽しみながら移動ができるようになり、近未来都市として魅力がま
すます高まっています。
　今後も皆さまのお役に立てるよう頑張ってまいります。横浜にお越しの際は、ぜひ支店
にお立ち寄りください。
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移転日　2023年2月20日（月）

移転後の住所
〒730-0011
広島市中区基町13-9 東洋証券
広島スクエア 6階・7階(受付)
TEL ：082-228-1040

広島支店が移転しました
　このたび、中区基町の自社ビル内に移転し、この地で再スタートを切ることに
なりました。
　広島県は当社創業の地であり、1923年（大正12年）に本拠を呉市から広島市
に移し、今年でちょうど 100 年となります。この間、当支店は戦争や不況など
幾重もの困難を乗り越え、社の要としての役割を果たしてまいりました。
　この移転を機に、新たなブランド価値を創造し、地域社会への貢献や活性化の
取り組みを、地域の皆さまと共に進めてまいりますので、引き続きご愛顧のほど
お願い申し上げます。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
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3

仙台支店
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央 1-13-4

（022）371-8104

東 北
１

東 海
清水支店
〒424-0821
静岡県静岡市清水区相生町 5-1

（054）353-3411

1

藤枝支店
〒426-0034
静岡県藤枝市駅前 1-5-21

（054）641-3211

2

名古屋支店
〒461-0008
愛知県名古屋市東区武平町 5-1

（052）855-2525

3

関 東
本店営業部
〒104-8678
東京都中央区八丁堀 4-7-1

（03）5117-1400

1

四谷支店
〒160-0004
東京都新宿区四谷 2-12-5

（03）3355-1040

2

むさし府中支店
〒183-0023
東京都府中市宮町 1-40

（042）367-1040

3

横浜支店
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町 2-22

（045）681-3341

4

松戸五香支店
〒270-2261
千葉県松戸市常盤平 5-18-1

（047）383-2111

5

館山支店
〒294-0045
千葉県館山市北条 1898-2

（0470）22-2111

6

桐生支店
〒376-0023
群馬県桐生市錦町 2-16-9

（0277）44-4141

7

つくば支店
〒305-0033
茨城県つくば市東新井 14-3

（029）856-1040

8

日立支店
〒316-0003
茨城県日立市多賀町 2-10-11

（0294）33-1040

9

近 畿
京都支店
〒600-8411
京都府京都市下京区烏丸通
四条下ル水銀屋町 620

（075）361-1040

1

奈良支店
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町 1-1-32

（0742）20-1040

2

大阪支店
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 2-6-18

（06）6226-1040

3

神戸支店
〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通 4-2-14

（078）252-1040

4

福山支店
〒720-0064
広島県福山市延広町 1-25

（084）922-4500

中 国

1 徳山支店
〒745-0034
山口県周南市御幸通り 2-7

（0834）31-5252

9

山口支店
〒753-0086
山口県山口市中市町 1-10

（083）922-2600

10

宇部支店
〒755-0029
山口県宇部市新天町 1-2-11

（0836）33-1040

11

下関支店
〒750-0025
山口県下関市竹崎町 4-1-22

（083）231-6161

12

府中営業所
〒726-0003
広島県府中市元町 445-1

（0847）48-3010

2

三原支店
〒723-0014
広島県三原市城町 1-9-7

（0848）63-7777

3

呉支店
〒737-0051
広島県呉市中央 1-6-9

（0823）23-1040

4

広島支店
〒730-0011
広島県広島市中区
基町 13-9

（082）228-1040

5

出雲支店
〒693-0004
島根県出雲市渡橋町 68

（0853）25-1040

7

浜田支店
〒697-0027
島根県浜田市殿町 82-8

（0855）22-3011

6
島根県

広島県

岩国支店
〒740-0018
山口県岩国市麻里布町 6-7-7

（0827）21-8511

8
山口県

福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5
〒812-0013

（092）415-1100

九 州
1 通信販売部

〒104-8678
東京都中央区八丁堀 4-7-1

（03）5117-1402

カスタマーセンター
〒104-8678
東京都中央区八丁堀 4-7-1

（03）5117-0007

法人部
〒104-8678
東京都中央区八丁堀 4-7-1

（03）5117-1379

四 国

中村支店
〒787-0012
高知県四万十市右山五月町 9-20

（0880）35-1040

2

今治支店
〒794-0027
愛媛県今治市南大門町 1-6-16

（0898）23-1040

1

海　外

上海駐在員事務所
上海市静安区
南京西路1376号
上海商城416室
86-21-6279-8110

上 海

東洋証券亜洲有限公司
香港太古城英皇道1111
號23樓2301-02及16室
852-2235-5567

香 港

グループネットワーク
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グループネットワーク
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地図

日 時
　

2023年６月28日（水曜日）午前10時

会 場
　

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号　当社本店 ４階会議室
TEL. 03-5117-1040（代表）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

第101回 株主総会会場ご案内図

1 東京メトロ日比谷線・JR京葉線「八丁堀駅」A3出口 徒歩１分
2 都営浅草線「宝町駅」A1出口 徒歩５分
3 東京メトロ銀座線「京橋駅」１番出口 徒歩８分

交通のご案内

速
高
都
首

線
草
浅
営
都

京橋駅

八丁堀駅
り
通
央
中

り
通
央
中

り
通
和
昭

り
通
和
昭

り
通
成
平

り
通
成
平

り
通
橋
大
新

八重洲通り
八重洲通り

宝町駅

JR京葉線JR京葉線
鍛冶橋通り鍛冶橋通り

 京橋MIDビル
（1F ミニストップ）
 京橋MIDビル
（1F ミニストップ）

京華スクエア京華スクエア

秋田銀行秋田銀行

セブンイレブンセブンイレブン

信金中央金庫  信金中央金庫  

線
座
銀
ロ
ト
メ
京
東

線
谷
比
日
ロ
ト
メ
京
東

線
谷
比
日
ロ
ト
メ
京
東

京橋JCT

桜橋

　　●

A3

           　●

３番出口

●４番出口

　　●

２番
出口

● A2

  A1
● 

● A2

A4 ●

A5
 ●

５番出口
●

●3
１番出口

●2
A1出口 ●1

A3出口

東洋証券 本店 ４階会議室

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。


